
令和 2 年 6 月 24 日 

会員並びに保護者 各位 

東急スイミングスクールたまがわ 

 

通常営業再開のお知らせ 

 

 平素より当社スイミングスクールをご利用いただき誠にありがとうございます。 

 さて、緊急事態宣言が解除され、当スクールでは６月より新型コロナウィルス感染拡大防

止対策を行い、特別運営体制にて営業を再開致しました。会員並びに保護者の皆さま方にお

かれましては、この度の再開に際しましてご理解とご協力を賜りまして誠にありがとうご

ざいます。 

 当スクールにおきましても現在の社会情勢を鑑み、7 月 1 日より一部のプログラムを除き

通常営業での再開と致しますこと、下記のとおりお知らせ申し上げます。 

 尚、コロナウィルス感染拡大防止の対策につきましては、一部継続して取り組んで参りま

す。また会員の皆さま方におかれましてもレッスンにご参加いただく場合には、ご自身の体

調管理・マスク着用、館内での感染拡大防止ルールに則っていただきますよう、引き続きの

ご理解とご協力のほど、何卒、よろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

■通常営業について 

７月１日から休講中のプログラムを除き、通常営業と致します。 

※マスク着用・検温等のコロナウィルス感染拡大防止対策は当面継続致します。 

   引き続きのご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 

■休講中プログラム 

 ・マタニティ、ベビー、母子分離（2020 年 9 月 30 日まで休講） 

 

■諸手続きについて 

 ・「通常通り（毎月 10 日まで）」の受付となります。 

  ※期日内（毎月 10 日まで）の WEB フォームでの受付は当面継続致します。 

 

■その他 

 ・ギャラリーは、子どもたちのロッカー入室前の待機場所とする場合がございますので、 

  当面はギャラリーでのご観覧は自粛していただきますよう、お願いいたします。 

 

ご不明な点は、誠に恐れ入りますがホームページ「お問合せ」フォームよりご連絡ください。 

 

 

以上 


